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周りの人に「日本共産党森本ふみお後援会」への入会をお勧めください。
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１１月１４日の午後３時に日本共産党井原市委員
会（森本ふみお委員長：市議）が瀧本豊文井原市長
に「２０１２（平成２４）年度予算編成にあたって
の要望書」を提出しました。

党側からは、森本市議、大平、石井両元市議ら７
人が、市側は、瀧本市長、片山正樹教育長、長野隆
総務部長が対応しました。

先ず日本共産党から瀧本市長に１２５項目にわた
る要望書を手渡しました。そのあと瀧本市長から日
本共産党に１２５項目の要望に対する回答書が手渡
されました。回答書を受取ったあと、党側参加者の
７人全員が順次回答に関してそれぞれ内容を確認した
り、要望内容を深めた発言・質問をしました。

これらの発言・質問にたいして、瀧本市長、片山教育長、長野部長らが、それぞれ
について懇切丁寧に答えてくださいました。

要望は１時間半にわたって行われました。最後に瀧本市長が「市政に対する１２５
項目の市民の声を平成２４年度の予算編成に当たっていただきました。この要望に対
して補足の説明やご提言もいただきました。１時間半という限られた時間でしたが、
私どもにとっても大変有意義な会となりました。きょうの要望を踏まえて２４年度に
反映できるものは反映していきたい。今後、将来的な検討という課題もいただいたの
で、それらについては今後検討していきたい。今後も皆様方の貴重なご意見を賜りま
すようお願いいたします。」と話されました。
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ご意見・ご要望および情報をお気軽にお聞かせください。

森本ふみお後援会ニュースＮｏ１０３ ２０１１(平成２３)年１１月３０日

この「後援会ニュース」は森本ふみお議員の
ブログ（http://jcp-seibu.sakura.ne.jp/morimoto/）でも見れます。

日本共産党はこう考えます
しんぶん赤旗
「主張」より

消費税増税

法案を出し決めることが問題
消費税増税に向けた野田佳彦政権の動きが、急速に進んでいます。野田首相も、年内に具

体案をまとめ、２０１２年早々閣議決定して法案を国会に提出、通常国会中に成立させるス
ケジュールを公言しはじめています。

消費税増税は、前回の総選挙で民主党が、衆院議員の任期中は消費税を増税しないと約束
したのを裏切るものです。野田首相は「公約違反」をごまかそうと、法案成立後、増税の実
施前には国民の審判を仰ぐといっていますが、消費税増税法案を提出し、賛成して成立させ
ること自体大問題です。

各民主党議員に責任
野田政権は、年末までに決める「社会保障・税一体改革」の大綱の中で、消費税率の引き

上げ幅や時期などを打ち出そうとしています。増税を推進する財務省からは、五十嵐文彦副
大臣が「１３年１０月に(税率を)７～８％にして残りの２～３％は１５年４月か５月に上げ
る」と発言する（２１日）などの案が持ち出されています。政府はこれまで「経
済状況の好転」を増税実施の条件にしていましたが、それさえ投げ捨てるほど、
野田政権の前のめりの態度は露骨です。

低所得者ほど負担が重く､｢逆進性」が高い消費税の増税は、究極の庶民いじめ
の増税です。政府は｢社会保障のため｣といいますが、庶民いじめの増税を国民に
押し付けたのでは、社会保障の効果も吹き飛んでしまいます。だいたい野田政権
が進める「社会保障・税一体改革」は､年金､医療､介護など社会保障は軒並み後
退させながら増税も押し付けるものです。国民を苦しめるだけの消費税増税を、
絶対に許すことはできません。

消費税増税での民主党の公約違反は、あいまいにできない重大問題です。０９年の総選挙
で民主党は、税金のムダづかいの根絶や「埋蔵金」の活用で「新しい財源を生み出します」
との「マニフェスト（政権公約）」を掲げ、当時の鳩山由紀夫代表は「任期中は消費税の増
税はしない」と明言して、自公政権からの交代を実現しました。公約を守ることは民主党だ
けでなく、当選した議員にとっても国民に対する責任です。民主党の閣僚が法案を決定して
国会に提出、各議員が賛成して成立させるのは重大な公約違反そのものです。

鳩山氏は｢マニフェスト｣の「政策各論」では「消費税を財源とする『最低保障年金』を創
設」としていたように、将来の消費税増税そのものを否定したわけではありません。しかし
消費税増税を「最低保障年金創設」の財源にするという口実さえ、野田政権の「社会保障・
税一体改革」では影を潜めています。公約違反の責任が二重三重に問われるのは免れません。

参院選でも国民が審判
鳩山氏が政権を投げ出したあと、民主党代表に就任した菅直人氏が昨年の参院選を前に突

然消費税増税を持ち出し、「消費税を含む税制の抜本改革に関する協議を超党派で開始しま
す」と公約を掲げました。その民主党は参院選できびしい審判をうけ、議席を後退させまし
た。国民が公約違反を許さなかったことは明らかです。

野田政権は公約違反の消費税増税を断念すべきです。必要な財源は軍事費など歳出の抜本
的な見直しと、法人税減税の見直しなど、大企業や大資産家に応分な負担を求めることで確
保すべきです。


